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新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変したことに伴う授業料免除等 
を申請する場合の必要書類について（通知） 

 
 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変し，経済的に修学困難となった場合は
授業料免除等の申請書類とあわせて指定する書類を提出願います。詳細については以下のとおりで
す。 
 
1. 対象となる学生 
本通知の対象となる学生は，以下のいずれかに該当する学生です。 
【独立生計者／私費外国人留学生】 
① 本人又は配偶者の一方（又は両方）が失職（非自発的失業の場合に限る。）した場合。 
② 新型コロナウイルスにより，大幅に収入が減少した場合。* 
【独立生計者／私費外国人留学生以外】 
① 生計維持者の一方（又は両方）が死亡した場合。 
② 生計維持者の一方（又は両方）が事故又は病気により，半年以上，就労が困難な場合。 
③ 生計維持者の一方（又は両方）が失職（非自発的失業の場合に限る。）した場合。 
④ ①～③に該当しない場合で，新型コロナウイルスにより大幅に収入が減少した場合* 

  
 *生計維持者からの仕送りについては収入に含めないものとする。 
 
2. 必要書類等 

(1) 別添様式 
(2) 別添様式で指定する添付書類 
在学生については，(1)及び(2)を各基盤機関が指定する期日までに，他の授業料免除の申
請書類とあわせて提出願います。新入生については，入学手続き期間中に，他の授業料免除
等の申請書類とあわせて提出願います。 
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